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次により，学芸員を採用するための選考考査を行います。

１ 採 用 予 定 人 員 ・ 勤 務 場 所 等

採 用

採用職種 専 門 分 野 予 定 勤 務 場 所 採 用 予 定 年 月 日

人 員

１ 名

日本の近代美術 茨城県近代美術館等 平成１５年４月１日

（※１） 程 度

１ 名

学 芸 員 工芸（陶芸） 茨城県陶芸美術館等 平成１５年４月１日

程 度

植物分類学又は植物

生態学 １ 名

ただし，蘚苔類，地 程 度 茨城県自然博物館 平成１５年４月１日

衣類，藻類又は菌類の

分野に限る。（※２）

※１ 明治時代以降に西洋との交流により形成された日本の美術について専門的知識

を有する人



※２ 植物の系統分類及び世界や日本の植生に関する基礎的知識を有するとともに，

蘚苔類，地衣類，藻類又は菌類のいずれかの分野について専門的知識を有する人

２ 受 験 資 格

次のいずれにも該当する人であること。

(1) 昭和４８年４月２日から昭和５６年４月１日までに生まれた人又は昭和５６年４月

２日以降に生まれた人で，学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した人

若しくは平成１５年３月３１日までに卒業見込みの人

(2) 学芸員の資格を現に有する人又は平成１５年３月３１日までに資格取得見込みの人

(3) 日本国籍を有し，かつ，地方公務員法第１６条各号に該当しない人

３ 考 査 の 日 時 及 び 会 場 等

区 分 日 時 会 場

平成１５年２月２日（日） 茨城県立水戸第二高等学校

第１次考査 午前９時００分から （水戸市大町２－２－１４）

午後４時２０分まで ℡ ０２９（２２４）２５４３

茨城県職員会館

第２次考査 平成１５年２月２５日（火） （水戸市三の丸１－７－４１）

℡ ０２９（２２４）３９９１

(1) 第１次考査は，午前８時５０分までに集合してください。

(2) 第２次考査の日時は，第１次考査の合格者のみに通知します。

(3) 持参品（鉛筆又はシャープペンシル，消しゴム，鉛筆削り，昼食，上履き）

受 験 手 続４

次の書類を茨城県教育庁総務課へ郵送するか，又は直接持参してください。

(1) 申込書（別添県規定の用紙）

(2) 最終学校の卒業証明書及び成績証明書（在学中の人にあっては，卒業見込証明書

及び成績証明書）

(3) 学芸員資格取得証明書（資格取得者）又は学芸員資格取得見込証明書



５ 受 付 期 間

平成１４年１２月１７日（火）から平成１５年１月１７日（金）

郵送による申込の場合は，平成１５年１月１７日までの消印のあるものに限ります。

持参による申込の場合は，上記期間（土曜日，日曜日，祝日及び平成１４年１２月

２９日から平成１５年１月３日を除く）の午前８時３０分から午後５時まで受け付け

ます。

６ 考 査 の 方 法 等

区分 項 目 方 法 内 容

択 一 式 公務員として必要な一般的知識及び知能等

教 養 考 査 について大学で履習した程度の問題を出題し

第１次 ます。(2 30 )時 間 分

外国語（英語，仏語又は独語（ただし，独

専 門 記 述 式 語については，植物分類学又は植物生態学の

専 門 考 査 考査Ⅰ 受験者に限る。）のいずれか１か国語 の読(1 20 ) )時 間 分

考 査 解力及び表現力（書く力）をみます。

専 門 記 述 式 学芸員として必要な専門的知識及び能力等

(２時間) をみます。考査Ⅱ

第２次 通常の職務遂行に必要な適性の有無につい
適 性 検 査

て検査します。

考 査 口 述 考 査 主として人物についての評価を行います。

身 体 検 査 身体検査書により審査します。

７ 合 格 者 の 発 表

区 分 時 期 方 法

第１次考査 ２月中旬 受験者全員に通知します。

第２次考査 ３月中旬 受験者全員に通知します。

８ 給 与

給与は，職員の給与に関する条例・規則に基づき支給されますが，例えば，大学を卒

業後直ちに採用された場合は，１７８，４００円（平成１５年４月１日見込み）が支給

されます。学校を卒業後一定の経験年数がある人は，一定額が加算されます。このほか，

期末・勤勉手当，通勤手当，扶養手当，住居手当及び時間外勤務手当等が支給されます。



９ 福 利 厚 生

共済組合等に加入することによって，療養給付，災害給付の給付や貸付金の貸付等が

受けられます。

10 こ の 考 査 に つ い て の 問 い 合 わ せ 先

茨城県水戸市笠原町９７８番６

茨城県教育庁総務課総務担当グループ

電話 ０２９－３０１－５１１４

第１次考査会場案内図
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茨城県
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試験場へは，必ず上履きを持参してください。Ì

試験場への車の乗り入れは禁止します。Ì


